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≪特別療養費の取扱いについて≫ 

１ 特別療養費とは 

      特別療養費とは、国民健康保険被保険者資格証明書を提示して受けた療養に係わる  

    療養費です。

２ 国民健康保険被保険者資格証明書 

      被保険者資格証明書は、保険者が国保法第９条第６項の規定に基づき、保険料（税） 

    を滞納している世帯主に対し被保険者証の返還を求め、それに代わるものとして交付 

    されるもので国保の被保険者資格を証する書類です。 

  （原爆一般疾病医療の支給等を受けることができる者及び１８歳に達する日以降の最初 

の３月３１日までの間にある者に対しては、短期被保険者証が発行されています。） 

３ 窓口における事務処理 

  資格証明書の提示があった被保険者の施術は、保険の扱いとなります。  

（１） 施術療養費は、柔道施術師の施術料金の算定方法に基づいて費用を算定します。 

（２） 施術費用については、患者さんから一部負担金と保険者負担分を合わせた１０ 

 割分を徴収します。 

（３） 支払いを受けた全額を明らかにした書類（領収書）を患者さんに交付します。 

４ 特別療養費の提出 

  国保法施行規則第２７条の６（特別療養費に係る療養に関する届出等）に基づき、 

当該療養を行った旨の届書を保険者に提出しなければなりません。 

  この届書は、事務の簡素化、合理化を図る観点から柔道整復施術療養費支給申請書 

（以下、申請書という）の様式を使用して、この届書の審査等に関する事務を行う国 

保連合会へ提出します。 

（１） 申請書の記載にあたっては、基本的に療養の給付などの請求の場合と同様に記 

載するが、申請書を届書として活用することから、その上部の余白に「特別療養 

費」と朱書きします。 

（２） 国保連合会へ提出の際は、通常の申請書に綴らず、別にして提出します。 
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